
電動キックボードは車両区分によっては運転免許不要で運転する
ことができる便利な乗り物です。交通ルールやマナーを守って運転
しましょう。運転する際はヘルメットを着用しましょう！

道路交通法の一部改正により特定小型原動機付自転車ができるな
ど、公道で電動キックボードの走行を目にする機会が増えることが
予想されます。近くを走行している場合は、しっかり車間距離をと
って、安全運転に努めましょう。

令和５年７月７日午後３時40分頃、上川郡東川町で電
動キックボードによる単独事故が発生しました。
交通ルールを守り、安全運転を徹底して交通事故を防
止しましょう！
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